
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

規　
　

則

○
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
条
例
施
行
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
県
民
生
活
総
室
）　

一

　
　

告　
　

示

○
漁
船
保
険
義
務
加
入
の
同
意
の
承
認　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
漁　

政　

課
）　

六

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

六

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

六

○
情
報
シ
ス
テ
ム
関
連
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱　

（
情
報
企
画
課
）　

七

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

八

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

九

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

九

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

九

○
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
定
め
る
道
路
の
指
定　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

九

○
供
血
あ
っ
せ
ん
業
者
の
あ
っ
せ
ん
手
数
料
の
基
準
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）
一
〇

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）
一
〇

　
　

公　
　

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）
一
〇

○
平
成
十
四
年
度
前
期
技
能
検
定
の
実
施　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
職
務
能
力
開
発
課
）
一
〇

○
技
能
実
習
制
度
に
係
る
平
成
十
四
年
度
技
能
検
定
の
実
施　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
二

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）
一
四

○
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
説
明
会
の
開
催
及
び
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
建
設
事
業
希

　

望
者
調
査
の
実
施　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
住　

宅　

課
）
一
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）
一
四

　
　

登　

載　

依　

頼

○
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
）
一
四

○
感
染
症
発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会
の
開
催　
　
　
　

（
感
染
症
発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会
）
一
五

　
　

正　
　

誤

○
平
成
十
四
年
二
月
八
日
熊
本
県
告
示
第
百
九
号
（
保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定
）
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
森
林
保
全
課
）
一
五

○
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
熊
本
県
告
示
第
千
四
十
二
号
（
道
路
の
区
域
変
更
）
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）
一
五

　

く
ま
も
と
県
民
交
流
館
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
五
号

　
　
　

く
ま
も
と
県
民
交
流
館
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
七
号
。
以
下

　

「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
開
館
時
間
）

第
二
条　

く
ま
も
と
県
民
交
流
館
（
以
下
「
交
流
館
」
と
い
う
。
）
の
開
館
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午

　

後
九
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
物
産
、
観
光
等
の
振
興
の
た
め
の
施
設
（
以
下
「
物
産
等
振
興
施
設
」

　

と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
と
す
る
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
館
時
間
を
変
更
す
る

　

こ
と
が
で
き
る
。

　

（
休
館
日
）

第
三
条　

交
流
館
の
休
館
日
は
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で
と
す
る
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
休
館
日
を
変
更
し
、
又

　

は
臨
時
に
休
館
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
許
可
の
基
準
）

第
四
条　

知
事
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
以
下
「
使
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受

　

け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
管
理
上
支
障
が
あ
る

平成14年 3月 1日　金曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  0  6号1

 
目　
　

次 

規　
　
　
　

則



　

と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

交
流
館
に
お
け
る
秩
序
又
は
風
紀
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

　

二　

施
設
及
び
設
備
（
以
下
「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
き
損
し
、
又
は
滅
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

　
　

き
。

　

三　

虚
偽
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
使
用
許
可
を
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

　

（
許
可
の
申
請
）

第
五
条　

使
用
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
使
用
許
可
申
請
書
（
別
記
第
一

　

号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
使
用
許
可
申
請
書
は
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
区
分
に
応
じ
、

　

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

大
会
議
室
、
会
議
室
、
音
楽
室
、
和
室
、
練
習
室
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備　

使
用
し
よ
う
と
す

　
　

る
日
（
以
下
「
使
用
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
六
月
前
の
月
の
初
日
（
そ
の
日
が
休
館
日
に

　
　

当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
以
降
の
最
初
の
開
館
日
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
使
用

　
　

の
日
の
前
日
ま
で

　

二　

物
産
等
振
興
施
設　

使
用
日
の
属
す
る
月
の
十
二
月
前
の
月
の
初
日
か
ら
使
用
の
日
の
前
日
ま
で

３　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
期

　

間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
六
条　

使
用
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
使
用
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変

　

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
変
更
使
用
許
可
申
請
書
（
別
記
第
二
号

　

様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
使
用
の
取
消
し
の
届
出
）

第
七
条　

使
用
者
は
、
使
用
許
可
を
受
け
た
施
設
等
の
使
用
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や

　

か
に
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
使
用
取
消
届
出
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

　

ら
な
い
。

　

（
附
属
設
備
等
の
使
用
料
）

第
八
条　

条
例
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
附
属
設
備
の
使
用
料
の
額
は
、
別
表
第
一
の
と

　

お
り
と
す
る
。

２　

条
例
別
表
第
一
の
備
考
二
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
使
用
料
（
附
属
設
備
の
使
用
料
を
除
く
。

　

別
表
第
二
に
お
い
て
「
超
過
使
用
料
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
使
用
料
の
納
入
）

第
九
条　

条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
料
の
納
入
は
、
知
事
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
行
わ
な
け

　

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
使
用
料
の
返
還
）

第
十
条　

条
例
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
既
納
の
使
用
料
を
返
還
す
る
こ
と
が
で

　

き
る
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

　

一　

天
災
そ
の
他
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
に
よ
り
使
用
で
き
な
か
っ
た
と

　
　

き
。

　

二　

使
用
日
の
三
日
前
ま
で
に
使
用
の
取
消
し
を
届
け
出
た
と
き
。

２　

条
例
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
く
ま
も

　

と
県
民
交
流
館
使
用
料
返
還
請
求
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

（
利
用
料
金
に
係
る
単
価
）

第
十
一
条　

条
例
別
表
第
二
の
備
考
二
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
単
価
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と

　

す
る
。

　

（
目
的
外
使
用
等
の
禁
止
）

第
十
二
条　

使
用
者
は
、
施
設
等
を
使
用
許
可
を
受
け
た
目
的
以
外
に
使
用
し
、
又
は
他
人
に
使
用
さ
せ

　

て
は
な
ら
な
い
。

　

（
使
用
者
等
の
遵
守
事
項
）

第
十
三
条　

使
用
者
及
び
そ
の
者
の
使
用
目
的
に
応
じ
て
入
館
し
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し

　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

所
定
の
場
所
以
外
の
場
所
で
喫
煙
し
、
又
は
火
気
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

　

二　

危
険
若
し
く
は
不
潔
な
物
品
又
は
動
物
（
盲
導
犬
等
身
体
障
害
者
を
補
助
す
る
犬
を
除
く
。
）
を

　
　

持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

　

三　

施
設
等
を
き
損
し
、
又
は
滅
失
し
な
い
こ
と
。

　

四　

騒
音
若
し
く
は
怒
声
を
発
し
、
又
は
暴
力
を
用
い
る
等
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
な
い
こ

　
　

と
。

　

五　

所
定
の
場
所
以
外
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
又
は
所
定
の
設
備
以
外
の
設
備
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

　

六　

許
可
な
く
ポ
ス
タ
ー
、
看
板
、
旗
、
懸
垂
幕
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
掲
げ
、
若
し
く
は

　
　

は
り
付
け
、
文
字
等
を
書
き
、
又
は
く
ぎ
類
を
打
た
な
い
こ
と
。

　

七　

許
可
な
く
特
別
の
設
備
を
設
け
な
い
こ
と
。

　

八　

許
可
な
く
寄
付
金
の
募
集
、
物
品
の
展
示
若
し
く
は
販
売
、
又
は
飲
食
物
の
提
供
を
し
、
又
は
第

　
　

三
者
に
さ
せ
な
い
こ
と
。

　

九　

許
可
な
く
印
刷
物
、
図
画
、
宣
伝
ビ
ラ
等
を
頒
布
し
な
い
こ
と
。

　

十　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
交
流
館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

　

（
入
館
の
制
限
等
）

第
十
四
条　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
入
館
を
拒
み
、
又
は
退
館
を
命

　

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一　

交
流
館
に
お
け
る
秩
序
又
は
風
紀
を
乱
し
、
又
は
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　

二　

こ
の
規
則
又
は
係
員
の
指
示
に
違
反
し
た
者

　

三　

そ
の
他
交
流
館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　

（
原
状
回
復
）

第
十
五
条　

使
用
者
は
、
施
設
等
の
使
用
を
終
了
し
、
又
は
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
許
可
を
取

　

り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
使
用
に
係
る
施
設
等
を
原
状
に
復
し
、
係
員
の
点
検
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

　

い
。

　

（
き
損
等
の
届
出
）

第
十
六
条　

施
設
等
を
き
損
し
、
又
は
滅
失
し
た
者
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
施
設

　

等
き
損
（
滅
失
）
届
出
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
雑
則
）

第
十
七
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
交
流
館
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め

　

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定

は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
八
条
関
係
）

　

備
考　

使
用
料
の
額
は
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
の
使
用
区
分
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の

　
　
　

使
用
区
分
、
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
使
用
区
分
ご
と
に
つ
い
て
の
も
の
と
す
る
。
た
だ

　
　
　

し
、
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
及
び
団
体
専
用
ロ
ッ
カ
ー
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
表
第
二
（
第
八
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
十
一
条
関
係
）
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区　
　
　
　
　
　

分

映
像

設
備

音
楽

設
備

そ
の

他

大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

移
動
式
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

大
型
ス
ク
リ
ー
ン

移
動
式
ス
ク
リ
ー
ン

映
像
撮
影
用
カ
メ
ラ

資
料
提
示
装
置

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

ス
ラ
イ
ド
映
写
機

Ａ
Ｖ
編
集
シ
ス
テ
ム
設
備

音
楽
編
集
設
備

ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
ピ
ア
ノ

ド
ラ
ム
セ
ッ
ト

展
示
パ
ネ
ル

パ
ソ
コ
ン

コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー

団
体
専
用
ロ
ッ
カ
ー

単　
　

位

一
台
に
つ
き

一
台
に
つ
き

一
枚
に
つ
き

一
枚
に
つ
き

一
台
に
つ
き

一
台
に
つ
き

一
台
に
つ
き

一
台
に
つ
き

一
式
に
つ
き

一
式
に
つ
き

一
台
に
つ
き

一
式
に
つ
き

一
枚
に
つ
き

一
台
に
つ
き

一
個
に
つ
き

一
個
に
つ
き

金
額
（
単
位
円
）

二
、
五
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
一
〇
〇

二
二
〇

一
、
五
〇
〇

一
、
一
〇
〇

一
、
一
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
八
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

五
〇
〇

一
〇
〇

一
〇
〇

九
五

二
、
四
〇
〇

備　
　
　
　
　

考

大
型
ス
ク
リ
ー
ン
を
含
む
。

調
律
料
は
含
ま
な
い
。

一
回
当
た
り

一
年
当
た
り

時　

間　

の　

区　

分

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前

九
時
ま
で
及
び
正
午
か
ら
午

後
零
時
三
十
分
ま
で

午
後
零
時
三
十
分
か
ら
午
後

一
時
ま
で
及
び
午
後
五
時
か

ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

午
後
五
時
三
十
分
か
ら
午
後

六
時
ま
で
及
び
午
後
九
時
か

ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

三
十
分

に
つ
き

超　

過　

使　

用　

料　

の　

額

条
例
別
表
第
一
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
の
欄
に
定
め

る
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
料
の
額
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得

た
額

条
例
別
表
第
一
の
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
欄
に

定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
料
の
額
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ

て
得
た
額

条
例
別
表
第
一
の
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
欄
に

定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
料
の
額
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ

て
得
た
額

区　
　
　
　
　

分

午
前
零
時
か
ら
午
前
十

時
ま
で
及
び
午
後
七
時

か
ら
午
前
零
時
ま
で

一
時
間

に
つ
き

単　
　
　
　
　
　
　
　

価

条
例
別
表
第
二
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
単
価
を
九
で
除
し
た
額

に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
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熊
本
県
告
示
第
百
四
十
九
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
及
び
漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
十
八
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
法
第

百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
。

　

な
お
、
平
成
十
年
三
月
二
日
熊
本
県
告
示
第
百
四
十
七
号
で
公
示
し
た
次
の
加
入
区
の
指
定
漁
船
を
普

通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
法
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年
三

月
一
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
省
令
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

登
立
加
入
区

熊
本
県
告
示
第
百
五
十
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
及
び
漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
十
八
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
法
第

百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
。

　

な
お
、
平
成
十
年
三
月
二
日
熊
本
県
告
示
第
百
四
十
八
号
で
公
示
し
た
次
の
加
入
区
の
指
定
漁
船
を
普

通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
法
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年
三

月
一
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
省
令
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

水
俣
市
加
入
区

熊
本
県
告
示
第
百
五
十
一
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
及
び
漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
十
八
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
法
第

百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
。
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示



　

な
お
、
平
成
十
年
三
月
二
日
熊
本
県
告
示
第
百
四
十
九
号
で
公
示
し
た
次
の
加
入
区
の
指
定
漁
船
を
普

通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
法
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年
三

月
一
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
省
令
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

鍋
加
入
区

熊
本
県
告
示
第
百
五
十
二
号

　

情
報
シ
ス
テ
ム
関
連
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

情
報
シ
ス
テ
ム
関
連
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
要
綱
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

　

第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
熊
本
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
関
連
委
託
契
約

　

に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
必
要
な
資

　

格
。
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
及
び
入
札
参
加
資
格
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と

　

い
う
。
）
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
対
象
委
託
業
務
）

第
二
条 
対
象
委
託
業
務
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
開
発
、
維
持
管
理
そ
の
他
関
連
業
務

　

二　

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
維
持
管
理
そ
の
他
関
連
業
務

　

三　

物
品
（
情
報
通
信
機
器
類
及
び
O
A
機
器
類
）
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

　

四　

物
品
（
情
報
通
信
機
器
類
及
び
O
A
機
器
類
）
の
操
作
研
修
に
関
す
る
業
務

　

五　

電
子
計
算
機
用
デ
ー
タ
入
力
に
関
す
る
業
務

　

六　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
制
作
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

　

（
入
札
参
加
資
格
者
）

第
三
条　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
資
格
審
査
を
受
け
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

　

入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
た
者
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、

　

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
又
は
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　

（
資
格
審
査
の
申
請
）

第
四
条　

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ

　

る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

法
人
に
あ
っ
て
は
、
商
業
登
記
簿
謄
本
及
び
定
款

　

二　

個
人
に
あ
っ
て
は
、
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

　

三　

法
人
に
あ
っ
て
は
、
申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け

　
　

る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

　

四　

個
人
に
あ
っ
て
は
、
申
請
書
を
提
出
す
る
日
前
の
直
近
の
所
得
税
確
定
申
告
書
の
写
し

　

五　

納
税
証
明
書

　
　

イ　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
未
納
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

　
　

ロ　

熊
本
県
の
県
税
（
同
県
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
で
県
外
に
主
た
る
事
務
所
又
は
事
務
所
を

　
　
　

有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
税
）
に
つ
い
て
未

　
　
　

納
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

　

六　

印
鑑
証
明
書

　

七　

営
業
所
等
の
長
に
県
と
の
取
引
の
権
限
を
委
任
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
委
任
状

　

八　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２　

申
請
書
の
提
出
期
間
は
、
毎
年
七
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
（
県
の
休
日
は
除
く
。
）
と
し
、

　

受
付
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

３　

申
請
書
の
入
手
先
及
び
提
出
場
所
並
び
に
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

熊
本
県
企
画
開
発
部
情
報
企
画
課
電
子
県
庁
推
進
班

　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

八
五
七
〇　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

電
話　

〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
三
〇
八
六

４　

２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
２
項
に
規
定
す
る
提
出
期
間

　

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
変
更
後
の
提
出
期
間
を
あ
ら
か
じ
め

　

公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
資
格
審
査
の
申
請
が
で
き
な
い
者
）

第
五
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

一　

令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
者

　

二　

資
格
審
査
申
請
受
付
日
の
属
す
る
月
の
直
前
の
月
の
末
日
（
以
下
「
審
査
基
準
日
」
と
い
う
。
）

　
　

現
在
で
営
業
開
始
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
又
は
営
業
を
停
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
も
の

　
　

で
審
査
基
準
日
に
お
い
て
営
業
再
開
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

　

三　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
都
道
府
県
税
に
お
い
て
未
納
が
あ
る
者

　

四　

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
さ
れ
た
者
で
、
審
査
基
準
日
に
お
い
て
そ
の

　
　

処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
又
は
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
若

　
　

し
く
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

　

五　

直
近
営
業
年
度
に
お
い
て
申
請
業
種
の
業
務
実
績
が
な
い
者

　

（
資
格
審
査
の
時
期
）
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第
六
条　

資
格
審
査
は
、
毎
年
、
定
期
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
資
格
審
査
の
実
施
）

第
七
条　

申
請
書
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

経
営
の
状
況

　
　

イ　

営
業
の
規
模

　
　

ロ　

営
業
年
数

　
　

ハ　

経
営
比
率

　
　

ニ　

自
己
資
本
の
額

２　

前
項
の
審
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
入
札
参
加
資
格
の
有
無
を
決
定
し
、
そ
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
申

　

請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
入
札
参
加
資
格
者
の
登
録
）

第
八
条　

知
事
は
、
入
札
参
加
資
格
者
を
、
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
）

第
九
条　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
審
査
の
結
果
を
通
知
し

　

た
日
か
ら
当
該
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
翌
翌
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

（
変
更
等
の
届
出
）

第
十
条　

入
札
参
加
資
格
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

　

ば
な
ら
な
い
。

　

一　

令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

　

二　

住
所
又
は
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
本
社
及
び
事
務
所
（
事
業
所
）
の
所
在
地
又
は
名
称
若
し
く

　
　

は
代
表
者
の
氏
名
）
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

　

三　

営
業
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
。

　

四　

代
理
人
を
変
更
し
た
と
き
。

　

五　

使
用
印
鑑
を
変
更
し
た
と
き
。

　

（
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等
）

第
十
一
条　

入
札
参
加
資
格
者
が
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た

　

と
判
明
し
た
場
合
又
は
営
業
を
廃
止
し
た
場
合
は
、
そ
の
者
の
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
す
も
の
と
す

　

る
。

２　

入
札
参
加
資
格
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
そ
の
者
の
入

　

札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
事
実
が
判
明
し
た
後
二
年
間
の
範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
期
間

　

そ
の
者
を
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　

二　

虚
偽
の
申
請
そ
の
他
不
正
な
方
法
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
得
た
者

　

三　

経
営
状
況
が
著
し
く
不
良
と
な
り
、
入
札
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者

　

四　

そ
の
他
知
事
が
県
の
契
約
相
手
方
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
者

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
二
年
間
の
範
囲
内
で
入
札
に
参
加
さ
せ

　

な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
さ
れ
た
者
又
は
入
札

　

に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
資
格
の
承
継
）

第
十
二
条　

入
札
参
加
資
格
者
か
ら
営
業
を
承
継
し
、
そ
の
営
業
と
同
一
性
を
失
わ
な
い
営
業
を
引
き
続

　

き
行
お
う
と
す
る
者
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
の
承
継
す
る
営
業
に
対
応
す
る
入
札
参
加

　

資
格
を
承
継
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

個
人
事
業
主
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
相
続
人

　

二　

個
人
が
法
人
を
設
立
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
法
人

　

三　

法
人
が
合
併
又
は
分
割
を
し
た
場
合
に
お
け
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設

　
　

立
さ
れ
た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
法
人

　

四　

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２　

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
入
札
参
加
資
格
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
当
該
承
継
の
事
実

　

を
証
す
る
書
類
及
び
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（
雑
則
）

第
十
三
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
資
格
審
査
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
四
年
度
の
情
報
シ
ス
テ
ム
関
連
委
託
契

約
に
係
る
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
平
成
十
四
年
度
入
札
参
加
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格

審
査
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
四
年
度
入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
の
申
請
期
間
は
、
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
（
県
の
休
日
は
除
く
。
）

と
す
る
。
な
お
、
こ
の
期
間
に
資
格
審
査
を
受
け
な
か
っ
た
者
及
び
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
札

参
加
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
者
の
資
格
審
査
に
つ
い
て
は
、
随
時
受
け
付
け
る
も
の
と
す

る
が
、
資
格
審
査
が
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

熊
本
県
告
示
第
百
五
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

平成14年 3月 1日　金曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  0  6号 8



一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

熊
本
県
告
示
第
百
五
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

熊
本
県
告
示
第
百
五
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

熊
本
県
告
示
第
百
五
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

熊
本
県
告
示
第
百
五
十
七
号

　

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、

通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道
路

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
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道
路の種

類
一
般

県
道

路

線

名

託

麻

北

部

線

区

域

変

更

す

る

区

間

熊
本
市
清
水
町
大
字
楡
木
字
前
田

　
　
　
　
　
　

一
二
〇
一
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　

一
二
〇
三
番
一
地
先
ま
で

前　後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

九
・
三

　
　

〜

　

一
六
・
〇

一
二
・
二

　
　

〜

　

一
六
・
〇

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

四
五
・
五

四
五
・
五

備

考

区

域

編

入

道
路
の
種
類

一
般
県
道

路

線

名

今

吉

野

甲

佐

線

供

用

開

始

す

る

区

間

上
益
城
郡
甲
佐
町
大
字
津
志
田
字
長
山

　
　
　
　
　
　

四
一
五
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　
　
　
　

字
永
田

　
　
　
　
　
　

四
一
二
番
一
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

四
三
・
二

備　
　

考

二
十
四
条

工

事

道
路
の
種
類

主
要
地
方
道

路

線

名

熊

本

玉

名

線

供

用

開

始

す

る

区

間

熊
本
市
河
内
町
大
字
岳
字
開
田

　
　
　
　
　
　

四
五
七
番
四
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　

字
鶴

　
　
　
　
　
　

九
三
二
番
一
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
七
五
・
〇

備　
　

考

単

道

改

道
路
の
種
類

主
要
地
方
道

路

線

名

小

川

泉

線

供

用

開

始

す

る

区

間

八
代
郡
泉
村
大
字
柿
迫
字
谷
尻

　
　
　
　
　
　
　
　

四
八
番
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　
　
　

五
九
番
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
二
四
・
〇

備　
　

考

緊

道

整



　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

熊
本
県
告
示
第
百
五
十
八
号

　

昭
和
三
十
一
年
九
月
十
三
日
熊
本
県
告
示
第
五
百
五
号
（
供
血
あ
つ
せ
ん
業
者
の
あ
つ
せ
ん
手
数
料
の

基
準
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
百
五
十
九
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

【
訪
問
介
護
】

熊
本
県
公
告
第
百
三
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

上
益
城
郡
益
城
町
大
字
上
陳
字
堂
園
六
二
一
番
の
一
部

　
　

百
六
十
七
・
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

上
益
城
郡
益
城
町
大
字
上
陳
六
二
一

　
　

園
田　

周
市

熊
本
県
公
告
第
百
三
十
四
号

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
十

四
年
度
前
期
技
能
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

実
施
職
種

　

１　

一
級
及
び
二
級

　
　
　

造
園
、
金
属
熱
処
理
（
浸
炭
・
浸
炭
窒
化
・
窒
化
処
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
機
械
加
工

　
　

（
普
通
旋
盤
、
フ
ラ
イ
ス
盤
、
平
面
研
削
盤
、
円
筒
研
削
盤
、
ボ
ブ
盤
、
数
値
制
御
盤
、
数
値
制
御
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路　
　

線　
　

名

一
般
国
道
二
一
二
号

一
般
国
道
二
一
八
号

一
般
国
道
二
一
九
号

一
般
国
道
二
一
九
号

一
般
国
道
二
六
六
号

一
般
国
道
三
二
四
号

一
般
国
道
三
二
五
号

一
般
国
道
三
二
五
号

一
般
国
道
五
〇
一
号

二　

指
定
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
四
月
一
日 区　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

熊
本
県
阿
蘇
郡
小
国
町
大
字
下
城
字
杖
立
三
三
二
五
番
一
地
先
か
ら

熊
本
県
阿
蘇
郡
阿
蘇
町
大
字
黒
川
字
小
次
郎
淵
一
二
九
一
番
一
地
先
ま
で

熊
本
県
阿
蘇
郡
蘇
陽
町
大
字
馬
見
原
二
五
番
地
先
か
ら

熊
本
県
阿
蘇
郡
蘇
陽
町
大
字
長
崎
一
五
二
番
二
一
地
先
ま
で

熊
本
県
八
代
市
萩
原
一
丁
目
三
一
番
地
先
か
ら

熊
本
県
八
代
郡
坂
本
村
大
字
破
木
四
八
番
地
先
ま
で

熊
本
県
球
磨
郡
球
磨
村
大
字
神
瀬
字
下
平
九
三
三
番
一
地
先
か
ら

熊
本
県
球
磨
郡
球
磨
村
大
字
神
瀬
字
指
杉
二
二
番
一
地
先
ま
で

熊
本
県
牛
深
市
牛
深
町
字
崎
町
二
二
八
六
番
一
〇
三
地
先
か
ら

熊
本
県
天
草
郡
倉
岳
町
大
字
宮
田
字
向
ノ
田
一
三
七
二
番
一
〇
地
先
ま
で

熊
本
県
天
草
郡
五
和
町
大
字
鬼
池
字
後
浜
五
〇
八
四
番
二
地
先
か
ら

熊
本
県
天
草
郡
松
島
町
大
字
合
津
字
國
迫
四
六
一
六
番
二
地
先
ま
で

熊
本
県
菊
池
市
大
字
北
原
五
五
六
番
か
ら

熊
本
県
菊
池
郡
旭
志
村
伊
坂
五
二
四
番
一
地
先
ま
で

熊
本
県
阿
蘇
郡
蘇
陽
町
大
字
伊
勢
八
八
七
番
地
先
か
ら

熊
本
県
阿
蘇
郡
高
森
町
大
字
菅
山
字
上
戸
の
下
一
四
二
四
番
一
地
先
ま
で

熊
本
県
玉
名
郡
長
洲
町
清
源
寺
字
塘
下
三
九
一
番
地
先
か
ら

熊
本
県
玉
名
郡
横
島
町
横
島
三
八
三
四
番
五
地
先
ま
で

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

訪
問
介
護
事
業
所
け
や
き
苑

熊
本
市
萩
原
町
九
番
三
十
号

事　

業　

者　

名

医
療
法
人
日
隈
会
日
隈
病
院

廃　

止　

年　

月　

日

平
成
十
四
年
二
月
一
日

公　
　
　
　

告



　
　

フ
ラ
イ
ス
盤
、
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
及
び
精
密
器
具
製
作
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
放
電
加
工
、

　
　

金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
（
構
造
物
鉄
工
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
（
曲

　
　

げ
板
金
及
び
打
出
し
板
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
仕
上
げ
、
ダ
イ
カ
ス
ト
（
コ
ー
ル
ド
チ
ャ
ン

　
　

バ
ダ
イ
カ
ス
ト
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
（
配
電
盤
・
制

　
　

御
盤
組
立
て
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
（
婦
人
子
供
注
文
服

　
　

製
作
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
布
は
く
縫
製
（
ワ
イ
シ
ャ
ツ
製
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
家

　
　

具
製
作
（
家
具
手
加
工
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
建
具
製
作
（
木
製
建
具
手
加
工
及
び
木
製
建
具

　
　

機
械
加
工
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
印
刷
（
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
プ
ラ

　
　

ス
チ
ッ
ク
成
形
（
射
出
成
形
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
（
手
積
み
積
層

　
　

成
形
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
石
材
施
工
（
石
張
り
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
と
び
、
左
官
、

　
　

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
タ
イ
ル
張
り
、
畳
製
作
、
防
水
施
工
（
ウ
レ
タ
ン
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
工
事
、
ア
ク

　
　

リ
ル
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
工
事
及
び
シ
ー
リ
ン
グ
防
水
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
内
装
仕
上
げ

　
　

施
工
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
工
事
、
鋼
製
下
地
工
事
及
び
ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
に
係
る
も
の

　
　

に
限
る
。
）
、
熱
絶
縁
施
工
（
保
温
保
冷
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
サ
ッ
シ
施
工
、
表
装
、

　
　

塗
装
（
建
築
塗
装
、
金
属
塗
装
及
び
噴
霧
塗
装
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
広
告
美
術
仕
上
げ
（
広

　
　

告
面
ペ
イ
ン
ト
仕
上
げ
及
び
広
告
面
粘
着
シ
ー
ト
仕
上
げ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
フ
ラ
ワ
ー
装

　
　

飾

　

２　

三
級

　
　
　

園
芸
装
飾
、
造
園
、
金
属
熱
処
理
（
浸
炭
・
浸
炭
窒
化
・
窒
化
処
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

　
　

機
械
加
工
（
普
通
旋
盤
、
フ
ラ
イ
ス
盤
、
平
面
研
削
盤
、
数
値
制
御
盤
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
に

　
　

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
電
子
機
器
組
立
て
、
和
裁
、
と
び
、
広
告
美
術
仕
上
げ
（
広
告
面
粘
着
シ

　
　

ー
ト
仕
上
げ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二　

試
験
の
方
法

　
　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験

三　

技
能
検
定
試
験
の
手
数
料
、
実
施
期
日
等

　

１　

実
技
試
験

　
　
　
　

実
技
試
験
の
手
数
料

（一）

　
　

か
っ
こ
書
き
の
手
数
料
は
、
熊
本
県
手
数
料
条
例
別
表
第
二
十
に
定
め
る
在
校
生
等
が
受
検
す
る
場

　

合
に
適
用
す
る
。

　
　
　
　

実
施
期
日

（二）

　
　
　
　

実
技
試
験
は
、
平
成
十
四
年
六
月
十
二
日
か
ら
平
成
十
四
年
九
月
八
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

　
　
　

熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

　
　
　
　

実
施
場
所

（三）

　
　
　
　

実
技
試
験
の
実
施
場
所
は
、
熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

　
　
　
　

問
題
の
公
表

（四）

　
　
　
　

実
技
試
験
の
問
題
は
、平
成
十
四
年
六
月
五
日
に
熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
公
表
す
る
。　

　
　
　
　

（
一
部
の
職
種
に
係
る
問
題
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
は
行
わ
な
い
。
）

　

２　

学
科
試
験

　
　
　
　

学
科
試
験
の
手
数
料　

三
千
百
円

（一）

　
　
　
　

実
施
期
日

（二）
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等　

級

一
級
及
び

二
級

検　
　

定　
　

実　
　

施　
　

職　
　

種

造
園
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加 

工
、
鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、
仕
上
げ
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電

子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
建
設
機
械
整
備
、
布
は
く
縫

製
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
印
刷
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
強
化

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工
、
と
び
、
左
官
、
ブ
ロ
ッ
ク
建

築
、
タ
イ
ル
張
り
、
畳
製
作
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
熱

手
数
料
の
額

一
万
五
千
七
百
円

三
級

絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
表
装
、
塗
装
、
広
告
美
術
仕
上
げ
、
フ

ラ
ワ
ー
装
飾

婦
人
子
供
服
製
造

園
芸
装
飾
、造
園
、金
属
熱
処
理
、機
械
加
工
、電
子
機
器
組
立
て
、
と

び
、
広
告
美
術
仕
上
げ

和
裁

一
万
三
千
円

一
万
五
千
七
百
円

（
一
万
五
百
円
）

一
万
千
五
百
円

（
七
千
七
百
円
）

等　

級

一
級
及
び

二
級

三
級

一
級
及
び

二
級

三
級

一
級
及
び

二
級

検　
　
　

定　
　
　

職　
　
　

種

金
属
熱
処
理
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
布
は
く
縫
製
、
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
成
形
、
と
び
、
防
水
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
塗

装園
芸
装
飾
、
金
属
熱
処
理
、
和
裁
、
と
び

機
械
加
工
、
鉄
工
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器 
組
立
て
、

建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
家
具
製
作
、
建
具

製
作
、
印
刷
、
左
官
、
畳
製
作
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
広

告
美
術
仕
上
げ

機
械
加
工
、
電
子
機
器
組
立
て
、
広
告
美
術
仕
上
げ

造
園
、
放
電
加
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、
仕
上
げ
、

電
気
機
器
組
立
て
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施

工
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
タ
イ
ル
張
り
、
熱
絶
縁
施
工
、
表

装
、
ブ
ラ
ワ
ー
装
飾

実　

施　

年　

月　

日

平
成
十
四
年
八
月
二
十
五
日

平
成
十
四
年
九
月
一
日

平
成
十
四
年
九
月
八
日



　
　
　
　

実
施
場
所

（三）

　
　
　
　

学
科
試
験
の
実
施
場
所
は
、
熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

四　

受
検
申
請
の
手
続

　

１　

提
出
書
類

　
　
　

技
能
検
定
受
検
申
請
書
を
左
記
あ
て
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　

な
お
、
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
明
す
る

　
　

書
面
を
添
え
る
こ
と
。

　

２　

提
出
先

　
　
　

熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会

　
　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
五
番
十
九
号
熊
本
県
住
宅
供
給
公
社
ビ
ル
内

　
　
　

電
話　

〇
九
六｜

三
八
四｜

一
七
一
一

　

３　

受
付
期
間

　
　
　

平
成
十
四
年
四
月
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
四
月
十
七
日
ま
で

　

４　

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意
等

　
　
　
　

技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
熊
本
県

（一）

　
　
　

職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。

　
　
　
　

な
お
、
申
請
書
用
紙
の
郵
送
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
用

　
　
　

紙
請
求
」
と
朱
書
き
し
、
返
信
用
封
筒
（
あ
て
先
を
記
入
し
、
百
六
十
円
切
手
を
は
っ
た
も
の
）

　
　
　

を
同
封
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
在

（二）

　
　
　

中
」
と
朱
書
き
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
請
書
は
、
平
成
十
四
年
四
月
十
七
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り

　
　
　

受
け
付
け
る
。

　
　
　
　
　

の
場
合
に
お
い
て
は
、
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書

（三）

（二）

　
　
　

面
を
同
封
す
る
こ
と
。

五　

手
数
料
の
納
付
方
法
等

　
　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

な
お
、
受
検
申
請
を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場

　

合
で
も
、
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

六　

合
格
発
表

　

１　

合
格
通
知

　
　
　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協

　
　

会
が
平
成
十
四
年
十
月
八
日
以
降
に
書
面
で
通
知
す
る
。

　

２　

技
能
検
定
の
合
格
者
の
受
検
番
号
は
、
平
成
十
四
年
十
月
八
日
に
熊
本
県
庁
行
政
棟
本
館
一
階
ロ

　
　

ビ
ー
の
掲
示
板
及
び
熊
本
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
名
簿
を
掲
示
及
び
記
載
す
る
。

　

３　

技
能
検
定
の
合
格
証
書
及
び
技
能
士
章
の
交
付
等

　
　
　

技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
、
一
級
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
大
臣
の
合
格
証
書
が
、
二
級
及
び
三
級

　
　

に
つ
い
て
は
熊
本
県
知
事
の
合
格
証
書
が
交
付
さ
れ
る
ほ
か
、厚
生
労
働
大
臣
か
ら
一
級
技
能
士
章
、

　
　

二
級
技
能
士
章
、
三
級
技
能
士
章
が
そ
れ
ぞ
れ
交
付
さ
れ
る
。

七　

そ
の
他

　
　

技
能
検
定
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
職
業
能
力
開
発
課
又
は
熊
本
県
職
業

　

能
力
開
発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

熊
本
県
公
告
第
百
三
十
五
号

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
技
能
実

習
制
度
に
係
る
平
成
十
四
年
度
技
能
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

実
施
職
種

　

１　

三
級

　
　
　

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
（
普
通
旋
盤
及
び
フ
ラ
イ
ス
盤
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

　
　

金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、
め
っ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理
、

　
　

仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
機
械
保
全
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
冷
凍

　
　

空
気
調
和
機
器
施
工
、
染
色
、
ニ
ッ
ト
製
品
製
造
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
帆
布
製
品

　
　

製
造
、
布
は
く
縫
製
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
強
化
プ
ラ

　
　

ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建

　
　

築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク

　
　

リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ
ル
ポ
イ

　
　

ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装
、
工
業
包
装

　

２　

基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級

　
　
　

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、

　
　

め
っ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
機
械
保
全
、
電

　
　

子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
染
色
、
ニ
ッ
ト
製
品
製
造
、
婦

　
　

人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
帆
布
製
品
製
造
、
布
は
く
縫
製
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
印
刷
、

　
　

製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ

　
　

ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
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三
級

造
園



　
　

配
管
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
熱

　
　

絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装
、
工
業
包
装

二　

受
検
資
格

　
　

技
能
実
習
制
度
に
係
る
三
級
に
掲
げ
る
職
種
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
種
に
係
る
基
礎
一
級
又

　

は
基
礎
二
級
に
合
格
し
た
者
に
限
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三　

試
験
の
方
法

　
　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験

四　

技
能
検
定
試
験
の
手
数
料
及
び
実
施
期
日
等

　

１　

実
技
試
験

　
　
　
　

実
技
試
験
の
手
数
料

（一）

　
　
　
　

実
技
試
験
の
実
施
期
日

（二）

　
　
　
　

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
熊
本
県
職
業
能

　
　
　

力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

　
　
　
　

実
技
試
験
の
実
施
場
所

（三）

　
　
　
　

実
施
場
所
は
、
熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

　
　
　
　

実
技
試
験
問
題
の
公
表

（四）

　
　
　
　

問
題
は
、
あ
ら
か
じ
め
熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
検
申
請
者
あ

　
　
　

て
送
付
す
る
。

　

２　

学
科
試
験

　
　
　
　

学
科
試
験
の
手
数
料　

三
千
百
円

（一）

　
　
　
　

学
科
試
験
の
実
施
期
日

（二）

　
　
　
　

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
熊
本
県
職
業
能

　
　
　

力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

　
　
　
　

学
科
試
験
の
実
施
場
所

（三）

　
　
　
　

実
施
場
所
は
、
熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

五　

受
検
申
請
の
手
続

　

１　

提
出
書
類

　
　
　

技
能
検
定
受
検
申
請
書
を
２
の
提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　

な
お
、
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
明
す
る

　
　

書
面
を
添
え
る
こ
と
。

　

２　

提
出
先

　
　
　

熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会

　
　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
五
番
十
九
号
熊
本
県
住
宅
供
給
公
社
ビ
ル
内

　
　
　

電
話　

〇
九
六｜

三
八
四｜

一
七
一
一

　

３　

受
付
期
間

　
　
　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
実
施
期
日
の
そ
れ
ぞ
れ
二
週
間
前
ま
で

　

４　

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意
等

　
　
　
　

技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
熊
本
県

（一）

　
　
　

職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。

　
　
　
　

な
お
、
申
請
書
用
紙
の
郵
送
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
用

　
　
　

紙
請
求
」
と
朱
書
き
し
、
返
信
用
封
筒
（
あ
て
先
を
記
入
し
、
百
六
十
円
切
手
を
は
っ
た
も
の
）

　
　
　

を
同
封
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
在

（二）

　
　
　

中
」
と
朱
書
き
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

の
場
合
に
お
い
て
は
、
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書

（三）

（二）

　
　
　

面
を
同
封
す
る
こ
と
。

六　

手
数
料
の
納
付
方
法
等

　
　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

な
お
、
受
検
申
請
を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場

　

合
で
も
、
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

七　

合
格
発
表

　

１　

合
格
通
知

　
　
　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協

　
　

会
が
書
面
で
通
知
す
る
。

　

２　

技
能
検
定
合
格
証
書
の
交
付

　
　
　

三
級
、
基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
の
技
能
検
定
合
格
者
に
は
、
熊
本
県
知
事
の
合
格
証
書
を
交
付
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検　
　
　

定　
　
　

実　
　
　

施　
　
　

職　
　
　

種

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板
金
、

工
場
板
金
、
め
っ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理
、
仕
上
げ
、
ダ
イ
カ
ス

ト
、
機
械
保
全
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器

施
工
、
染
色
、
ニ
ッ
ト
製
品
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
帆
布
製
品
製
造
、
布
は
く
縫

製
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
強
化
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練

り
製
品
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配

管
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕

上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗

装
、
工
業
包
装

機
械
検
査
、
婦
人
子
供
服
製
造

手
数
料
の
額

一
万
五
千
七
百
円

一
万
三
千
円



　
　

す
る
。

八　

そ
の
他

　
　

技
能
実
習
制
度
に
係
る
技
能
検
定
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
職
業
能
力
開

　

発
課
又
は
熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

熊
本
県
公
告
第
百
三
十
六
号

　

菊
池
郡
合
志
町
合
志
町
土
地
改
良
区
の
役
員
が
次
の
と
お
り
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

退　

任

熊
本
県
公
告
第
百
三
十
七
号

　

熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
説
明
会
及
び
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
建
設
事
業
希
望
者

調
査
を
次
の
と
お
り
行
う
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
説
明
会

　

１　

開
催
日
時　

平
成
十
四
年
三
月
五
日
（
火
）
の
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

　

２　

開
催
場
所　

熊
本
県
庁
本
館
五
階　

第
五
十
一
共
用
会
議
室

　

３　

申
込
先　
　

参
加
者
の
氏
名
等
を
記
載
し
た
申
込
用
紙
を
、
熊
本
県
土
木
部
住
宅
課
へ
提
出
す
る

　
　
　
　
　
　
　

こ
と
。

二　

高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
建
設
事
業
希
望
者
調
査

　

１　

受
付
期
間　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
（
水
）
か
ら
三
月
五
日
（
火
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

午
後
五
時
ま
で

　

２　

提
出
方
法　

建
設
を
予
定
し
て
い
る
賃
貸
住
宅
の
内
容
を
記
載
し
た
応
募
用
紙
、
住
宅
の
設
計
図

　
　
　
　
　
　
　

書
（
配
置
図
、
平
面
図
及
び
立
面
図
）
及
び
敷
地
の
位
置
図
を
熊
本
県
土
木
部
住
宅
課

　
　
　
　
　
　
　

へ
提
出
す
る
こ
と
。

三　

そ
の
他　

申
込
用
紙
及
び
応
募
用
紙
に
つ
い
て
は
、
熊
本
県
土
木
部
住
宅
課
で
配
布
す
る
。

四　

照
会
先　

熊
本
県
土
木
部
住
宅
課
計
画
係

　
　
　
　
　
　

電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一
（
内
線
六
二
四
六
）

熊
本
県
公
告
第
百
三
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
一
年
十
一
月
十
五
日
確
定
し
た
県
営
阿
蘇
一
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
、
農
業

用
道
路
）
の
計
画
の
一
部
を
変
更
し
た
い
の
で
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
と
も
に
こ
の
旨
公
告
す

る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　
　

事
業
計
画
変
更
の
概
要

　
　

県
営
阿
蘇
一
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
、
農
業
用
道
路
、
暗
渠
排
水
）
計
画
変

　
　

更
概
要
書

二　

公
告
場
所

　
　

阿
蘇
町
役
場

　
　

一
の
宮
町
役
場

熊
本
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会
公
告
第
六
号

　

熊
本
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

古　

瀬　

昭　

夫

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
（
水
）

　
　

午
後
七
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
市
東
町
四｜

十
一｜

一

　
　

熊
本
県
健
康
セ
ン
タ
ー　

三
階
会
議
室

三　

議
題

　
　

平
成
十
四
年
二
月
分
の
感
染
症
発
生
動
向
調
査
の
解
析
評
価
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

平成14年 3月 1日　金曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  0  6号 14

役
職
名

理　

事

氏　
　
　

名

緒　

方　

忠　

幸

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

菊
池
郡
合
志
町
大
字
幾
久
富
二
二
一
四
番
地

登　

載　

依　

頼



　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
委
員
会
の
会

　
　

長
の
許
可
を
得
た
う
え
で
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会
事
務
局
（
熊
本
県
健
康
福
祉
部
健
康
増
進
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜
一
一
一
一　

内
線　

七
〇
七
九
）

熊
本
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
公
告
第
一
号

　

熊
本
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
の
会
議
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
五
日
（
火
）

　
　

午
後
五
時
か
ら

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
市
水
前
寺
三
丁
目
十
七
番
十
五
号

　
　

熊
本
県
青
年
会
館　

二
階
会
議
室

三　

議
題

　

１　

「
く
ま
も
と
障
害
者
プ
ラ
ン
」
の
進
捗
状
況
等
に
つ
い
て

　

２　

法
改
正
に
伴
う
市
町
村
へ
の
事
務
移
管
に
つ
い
て

　

３　

熊
本
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
機
能
検
討
会
の
検
討
結
果
に
つ
い
て

　

４　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
受
付
に
お
い
て
氏
名
及
び
住
所
を

　
　

記
入
し
、
事
務
局
の
指
示
に
従
っ
て
会
場
に
入
室
し
て
く
だ
さ
い
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
事
務
局（
熊
本
県
健
康
福
祉
部
障
害
保
健
福
祉
課
精
神
保
健
福
祉
係
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線　

七
一
五
〇
）

　

平
成
十
四
年
二
月
八
日
熊
本
県
告
示
第
百
九
号
（
保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定
）
中
に
誤
り
が
あ
っ

た
の
で
、
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
熊
本
県
告
示
第
千
四
十
二
号
（
道
路
の
区
域
変
更
）
中
に
誤
り
が
あ
っ

た
の
で
、
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。
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正　
　
　
　

誤

ペ
ー
ジ

４４

段下下

行四一
三

正

字
下
御
所
河
内
四
二
三
〇
の
二
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、

省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を

誤

字
下
御
所
河
内
四
二
三
〇

の
二

（「
次
の
と
お
り
」
は
、

省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類

を

ペ
ー
ジ

九

段下

正

二
一
九
号

誤

四
四
五
号
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発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
〇｜

一
八

平
成
十
四
年　
三　
月　

一　

日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
　
　

巧　
　
　

社

平
成
十
四
年　
三　
月　

一　

日
発
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
㈹
〇
九
六｜

二
八
六｜

二
二
二
一
番

古紙配合率１００％


